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第２次つるが男女共同参画プランの体系
「男女共同参画社会形成への行動」

　

今
年
３
月
、「
第
２
次
つ
る
が
男
女
共
同

参
画
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
月
か
ら
５
回
に
わ
た
り
、
こ
の
プ
ラ

ン
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
第
２
次
つ
る
が
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」と
は
？

次回は
基本目標１「男女の人権尊重の意識をつくる」
について詳しくご紹介します！

基本目標 基本課題

男女共同参画の視点を
取り入れた推進体制

（１）世代や生活形態に応じたきめ細やかな広報と
啓発を強化する

（２）相談体制を充実する
（３）男女共同参画を推進する人材を育成する
（４）政策決定・推進の場で男女共同参画を進める
（５）庁内推進体制を充実する

男女の人権尊重の
意識をつくる

（１）お互いに人権を尊重しあい、暴力を根絶する
社会をつくる

（２）人権尊重の教育を推進する
１

男女共同参画のための
生活環境を整える

（１）家庭での意識改革を進める
（２）子育てにおける男女共同参画を推進する
（３）高齢者や障がい者福祉・介護における男女共

同参画を推進する

２

男女共同参画のための
仕事環境をつくる

（１）仕事での啓発を行う
（２）就職における男女共同参画を推進する
（３）勤労における男女共同参画を推進する
（４）農林水産業や自営業などで男女共同参画を推

進する

３

男女共同参画の
まちづくりを推進する

（１）地区コミュニティでのまちづくり活動で男女
共同参画を推進する

（２）市民活動団体における男女共同参画を推進する
（３）市民の自主的なまちづくり活動を促進する

４

第１回

男
女
共
同
参
画
社
会
を

実
現
す
る
た
め
の
計
画
で
す

　

全
て
の
生
活
者
が
、
性
別
や
年

齢
に
関
係
な
く
個
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
、
喜
び
も
責
任
も
分
か
ち

合
い
そ
れ
ぞ
れ
が
希
望
す
る
生

き
方
を
選
択
で
き
る
理
想
的
な

社
会
は
、
男
女
共
同
参
画
の
視
点

を
持
つ
こ
と
で
実
現
で
き
る
と

考
え
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
男
女
共

同
参
画
施
策
の
成
果
を
活
か
し
、

ま
た
新
た
な
課
題
に
取
り
組
む

た
め
、
行
政
だ
け
で
は
な
く
地
域

や
事
業
所
、
そ
し
て
市
民
が
「
み

ん
な
で
考
え
、
行
動
す
る
」
た
め

の
ガ
イ
ド
と
な
る
よ
う
、「
第
２

次
つ
る
が
男
女
共
同
参
画
プ
ラ

ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
地
域
等
で
の
具

体
的
な
課
題
に
つ
い
て
、
男
女
共

同
参
画
の
視
点
で
解
決
す
る
実

践
的
活
動
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
面

で
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
に
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

計
画
期
間

　

平
成
23
年
か
ら
27
年
ま
で
の

５
年
間
で
す
。

●みんなで考え、行動する計画
●敦賀市の状況に応じた独自の計画
●数値指針を取り入れ、成果を重視
した計画

第２次つるが男女共同参画プランの特徴

　男女の人権尊重を基本として、男女共同参画にかかわる場面ごとに取り組みを
まとめて、４つの基本目標を掲げました。また、推進体制を別に設けて明確にしました。

第
２
次

つ
る
が
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

を
策
定
し
ま
し
た

地　域

市　民

事業所

市団　体

男女共同
参画社会

問合せ　市民協働課　☎２３－５４１１
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花見だんごの配布（３月22日）

　在宅のひとり暮らし高齢者（65歳以上で特に近
くに親族のいない方）を訪問し、健康状態や安否を
確認して、不慮の事故を未然に防ぎ、孤独感の解消
を図っています。
　また、新たにひとり暮らしとなった高齢者を把握
し、災害時要援護者登録を勧めるなど、緊急時に備
えています。

　身分は、厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職
の地方公務員ですが、給料の支給はなく、活動に
かかる実費弁償として活動費が支給されていま
す。任期は３年で、市内各地区に 145 人の委員
がいます。略して「民生委員」と呼ばれ、地域の
すべての人を支援する社会奉仕者です。
　活動内容は、ひとり暮らし高齢者の安否訪問が
主な活動になっていますが、幼児から高齢者まで
さまざまな相談に応じています。

〈主任児童委員〉
　民生委員に委嘱された145人のうち、12人は
主任児童委員としても委嘱されており、主に児童
の福祉に関する活動をしています。身分は民生委
員児童委員と同じですが、担当地区はなく、原則
小学校１校に対し１人配置されています。敦賀市
では、市内を６つの地区に分け、それぞれの地区
に２人ずつ委嘱されています。

　民生委員は、普段から担当区域内の住民の実情
を把握し、援助を必要とする方々の自立支援に努
めています。
　その他の活動としては、社会福祉事業の経営者
や活動者との連携・活動支援、関係行政機関の業
務への協力・要請などがあります。

問合せ　地域福祉課　☎２２－８１１８

　３月11日に発生しました東日本大震災において
亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げます
とともに、被災された方々に対し、お見舞い申し
上げます。
　「自分たちは何もできないけれど、早く元の生活
に戻ってほしいと日々テレビの前で願っています」
「日常生活では勝手気ままに過ごしていますが、命
の尊さ、生きる喜びを感じ、今一度自分自身を見
つめ直していきたい」
　これらは、私が民生委員児童委員として活動し
ている「ひとり暮らし高齢者安否訪問」の中で交

わした言葉です。私の担当地区の皆さんは、比較
的元気に過ごされているので安心しました。
　近年、核家族化、高齢化が進み、ひとり暮らし
高齢者の方が年々増加しており、支援を必要とす
る世帯が多くなっています。これからは、民生委
員だけでなく、区長さんや福祉委員さんをはじめ
地域の方々と連携し、みんなで支え合いながら地
域福祉向上に取り組んでいきたいと思っています。
　先日、毎年恒例の花見だんごの配布がありまし
た。皆さんは、いつも楽しみにされていて、「ご苦
労さま」「ありがとう」と笑顔で受け取ってくださ
います。私にとってその笑顔が、福祉活動を続け
ていく上で一番の励みになっています。
　これからも、少しでも皆さんの役に立てるよう
な活動を頑張っていきたいと思います。

「ありがとう」に支えられて
第３地区民生委員　森下　陸雄

担当区域
ひとり暮らし高齢者数 民生委員
男 女 計 人数 担当数平均

北・東浦地区 （第１地区） 41 203 244 17 14.35

南・東郷地区 （第２地区） 43 228 271 20 13.55

西地区　　　　（第３地区） 58 280 338 21 16.10

松原・西浦地区（第４地区） 48 263 311 25 12.44

中郷・愛発地区（第５地区） 26 102 128 16 8.00

粟野地区　　　（第６地区） 88 303 391 34 11.50

主任児童委員 12

合　計 304 1379 1683 145 11.61

（平成23年４月１日現在）

★登下校を見守る「西小見守り隊」（民生
委員が立ち上げました）

こんな活動も行っています

●こんな仕事をしています●民生委員児童委員って？

　特にひとり暮らし高齢者の方には定期的に安
否訪問を行い、皆さんが適切な社会支援を受け
られるよう、行政とのパイプ役として活動して
います。

ひとり暮らし高齢者安否訪問事業

民生委員児童委員さん
ぬくもりと新たなきずなで地域を支える

「ひとり暮らしなので、年を重ねるにつれ不安が大きくなる」
「子育てに悩んでいるけれど、誰にも相談できない」
「親の介護に疲れ果てて……」

　地域の中には、さまざまな悩みを持つ人がいます。
　このような声に耳を傾け、相談に応じているのが「民生
委員児童委員」の皆さんです。

★「向こう三軒両隣助け合いのつどい」
を開催（杉箸・刀根区の高齢者を招いて）

★「粟野地区ひとり暮らし高齢者のつど
い」を開催


